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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】分電盤の回路名称表示部の構造として、回路名
称記載用の紙面を覆う透明カバーを備えつつ、紙面の設
置や取り外しの際には前記透明カバーの取り外しが必要
なく、なおかつ、前記紙面を所定の位置に配置させやす
い住宅用分電盤における回路名称表示部の構造を提供す
る。
【解決手段】分電盤１００の内部機器の回路名称表示部
１２５の構造を、カバー１２０の前面方向に互いに対向
して突出する内側面に穴部が形成されるリブを設けると
ともに、前記リブの間に、中央部に孔部を形成するとと
もに外周に前記穴部に係合する爪部が突設されて平板形
状に形成された透光性カバーを係止取付することにより
構成する。回路名称を記載した紙面を、一端側から前記
カバーと前記透光性カバーとの間に差し込み、他端側に
該紙面を送る際に、前記透光性カバーの孔部に露出した
紙面を、カバーの前面側から接触して他端側に引き送る
構成とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部機器を収納するケースと、前記内部機器の操作が行えるようケース前面側に該内部
機器の操作部を露出して組み合わされるカバーとを備えてキャビネットが形成される分電
盤の内部機器の回路名称表示部を、
前記カバーにおける前記内部機器の操作部近傍に、
カバーの前面方向に互いに対向して突出し対向する互いの内側面に穴部が形成されるリブ
を設けるとともに、
前記リブの間に、中央部に孔部が形成されるとともに外周に前記穴部に係合する爪部が突
設されて平板形状に形成された透光性カバーを係止取付することにより構成し、
前記透光性カバーの爪部が前記リブの穴部に係止取付された状態で、
回路名称を記載した紙面を、一端側から前記カバーと前記透光性カバーとの間に差し込み
、
他端側に該紙面を送る際に、前記透光性カバーの孔部に露出した紙面を、カバーの前面側
から接触して他端側に引き送ることにより、前記紙面を所定の位置に配置させる一方、
前記紙面を回路名称表示部から取り出すときは、
前記孔部に露出した紙面を、カバーの前面側から接触して前記一端側に押し送ることによ
り、前記紙面を所定の位置から取り出せるようにしたことを特徴とする分電盤の回路名称
表示部の構造。
 
【請求項２】
前記透光性のカバーにおける孔部は、内部機器の並設方向に長細形状に設けられ、複数個
設けて構成されたことを特徴とする請求項１記載の分電盤の回路名称表示部の構造。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、住宅や店舗等における住宅用分電盤に関し、特に、住宅用分電盤に収納される
分岐開閉器に対応付けられる配線先を表示する回路名称表示部の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
住宅用分電盤は、キャビネットの内部に、主開閉器、該主開閉器の二次側に接続される母
線、該母線と各々接続される分岐開閉器などの内部機器を組み込んだもので、住宅等にお
ける電路の引込口装置として用いられている。適用される電路は、通常、交流５０Ｈｚ又
は６０Ｈｚの単相２線式電路（１００Ｖ）、もしくは単相３線式電路（１００／２００Ｖ
）が印加される電路である。
【０００３】
前記キャビネットは、分電盤の外郭を構成するもので、分電盤の上下左右の側面及び背面
を覆う壁を形成するケースと、内部機器の操作面側に臨む前面側を覆うよう前記ケース前
面側に設けられるカバーとを備えて構成される。前記ケースには前記内部機器を載置する
中底が取付け固定される。前記カバーはこれを取り外すことなく、内部機器の開閉操作が
できるように、該内部機器の操作部分を開口させて設けられているもので、専ら、分電盤
に臨んで、主開閉器の前面に設けられる主開閉器用パネル、分岐開閉器の前面に設けられ
る分岐開閉器用パネル、電流制限器が設けられている場合には電流制限器の前面に設けら
れる電流制限器用パネル、がカバーの枠部に嵌め込みされて取り付けられている。（特許
文献１の図１）
【０００４】
前記分岐開閉器は、それぞれが対応付けられた負荷回路に接続されて配線されるため、配
線先となる負荷回路を分電盤側で把握するために、負荷回路の名称を表示する回路名称表
示部が前記パネルに設けられている。
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【０００５】
回路名称表示部の一般的な形態として、（１）前記分岐開閉器用パネルに、予め回路名称
を記載するための枠部が印刷された紙面が貼着されており、施工現場にて該紙面に直接記
載する形態、（２）前記分岐開閉器用パネルに、予定される回路名称を予めパーソナルコ
ンピュータ等により印刷した紙面を載置して、さらに該紙面上に透明カバーを載置し、前
記パネルに透明カバーを係合させて該透明カバーとパネルの間に紙面を挟み込む形態（特
許文献２、特許文献３）がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－６５４４８号公報
【特許文献２】特開２００６－５０８９９号公報
【特許文献３】特開２０１０－２８８９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
回路名称表示部の形態のうち、パネルに貼着された紙面に直接記載するものにあっては、
施工現場で名称を書き損じた場合や、記入後に回路の変更があった場合には、記載した文
字を修正するか、紙面上に修正シールを貼着し新たに記載する必要があり、美観を損なう
場合があった。
【０００８】
また、パネルの上に載置した紙面上にさらに透明カバーを載置し透明カバーをパネルに係
合させて紙面を挟み込むものにあっては、書き損じたり修正があった場合には、透明カバ
ーを取り外し、元の紙面を取り除き、修正後の紙面を改めて挟み込む必要がある。
【０００９】
透明カバーを用いる形態においては、該透明カバーが紙面の表面を保護する役割を果たす
ため、紙面が露出する透明カバーなしの形態に比べて、長期にわたる分電盤の使用に伴う
紙面の傷つきや劣化を遅延させる効果が期待でき、なおかつ文字修正等に伴う美観を損な
うことがないけれども、書き損じや回路変更の都度、前記透明カバーの係合を外す必要が
生ずる。パネルから透明カバーの取り外す作業に伴い紙面が下方に落下したり、透明カバ
ーとパネルとの係合部が破損したり、透明カバーが曲がるおそれが想定される。
【００１０】
そこで、本発明は、上記課題に鑑みてなされたもので、分電盤の回路名称表示部の構造と
して、回路名称記載用の紙面を覆う透明カバーを備えつつ、紙面の設置や取り外しの際に
は前記透明カバーの取り外しが必要なく、なおかつ、前記紙面を所定の位置に配置させや
すい住宅用分電盤における回路名称表示部の構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明に係る分電盤の回路名称表示部の構造は、上述の課題を解決すべく構成されたもの
で、内部機器を収納するケースと、前記内部機器の操作が行えるようケース前面側に該内
部機器の操作部を露出して組み合わされるカバーとを備えてキャビネットが形成される分
電盤の内部機器の回路名称表示部を、前記カバーにおける前記内部機器の操作部近傍に、
カバーの前面方向に互いに対向して突出し対向する互いの内側面に穴部が形成されるリブ
を設けるとともに、前記リブの間に、中央部に孔部を形成するるとともに外周に前記穴部
に係合する爪部が突設されて平板形状に形成された透光性カバーを係止取付することによ
り構成し、前記透光性カバーが前記リブの穴部に係止取付された状態で、回路名称を記載
した紙面を、一端側から前記カバーと前記透光性カバーとの間に差し込み、他端側に該紙
面を送る際に、前記透光性カバーの孔部に露出した紙面を、カバーの前面側から接触して
他端側に引き送ることにより、前記紙面を所定の位置に配置させる一方、前記紙面を回路
名称表示部から取り出すときは、前記孔部に露出した紙面を、カバーの前面側から接触し



(4) JP 2012-130145 A 2012.7.5

10

20

30

40

50

て前記一端側に押し送ることにより、前記紙面を所定の位置から取り出せるようにしたこ
とを特徴として構成するとよい。
【００１２】
かかる構成によれば、分電盤の回路名称表示部を透光性カバーで覆う構成とするものであ
って、特に、透光性カバーをカバーのリブに係止取付した状態で、回路名称を記載した紙
面を容易に所定位置に差し込み配置、又は所定位置から取り除くことができるものである
。透光性カバーの中央部に設けた孔部により、一端側から差し込まれた紙面を他端側に引
き送ることが可能となり一端側から他端側にかけてスムーズに紙面を移動させることがで
きる。また、前記他端側から一端側に紙面を取り出すときには、前記孔部に露出している
紙面を前記他端側の方向に押し送ることにより、一端側に紙面の端部を露出させることが
でき、露出した紙面を持って引き出すことにより、スムーズに紙面を移動させて取り出す
ことができる。
【００１３】
また、本発明に係る分電盤の回路表示部の構造は、前記透光性のカバーにおける孔部が、
内部機器の並設方向に長細形状に複数個設けられて構成されてもよい。
【００１４】
かかる構成によれば、分電盤の内部機器の回路数が多くなり内部機器が並設される長さが
長くなることに伴い、回路名称を記載する紙面の長さが長くなる時でも、並設方向に順次
設けられた孔部を用いて所定位置に前記紙面を容易に配置させることができる。
【発明の効果】
【００１５】
以上の如く、本発明によれば、分電盤の回路名称表示部の構造として、回路名称記載用の
紙面を覆う透明カバーを備えつつ、紙面の設置や取り外しの際には前記透明カバーの取り
外しが必要なく、なおかつ、前記紙面を所定の位置に配置させやすい住宅用分電盤におけ
る回路名称表示部の構造を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１の実施形態を示す分電盤の前面側から見た斜視図を示す。
【図２】同実施形態に係るドアを閉めた状態の前面側からの斜視図を示す。
【図３】同実施形態に係る回路名称表示部近傍の拡大図を示す。
【図４】カバーに嵌め込まれる分岐開閉器用パネルの前面側からの斜視図を示す。
【図５】透光性カバーを分岐開閉器用パネルに取り付けるときの説明図を示す。
【図６】回路名称表示紙面を回路名称表示部に差し込むときの説明図を示す。
【図７】回路名称表示部紙面を回路名称表示部に途中まで差し込んだときの説明図を示す
。
【図８】第二の実施形態に係る回路名称表示部の前面側からの斜視図を示す。
【図９】同実施形態に係る透光性カバーを分岐開閉器用パネルに取り付けるときの説明図
を示す。
【図１０】分岐開閉器用パネルの穴部と透光性カバーの爪部の取り付けを示す図を示す。
【図１１】従来の分電盤を表わした図を示す。
【図１２】従来の分電盤を表わした図を示す。
【図１３】従来の分電盤を表わした図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
次に本発明の実施形態を図１乃至図１０を用いて詳細に説明する。
【００１８】
（分電盤の概要説明）
第１の実施形態に係る分電盤１００は、単相３線式の商用電路に用いられるものである。
該分電盤は、キャビネットの内部に、電流制限器１０１、主開閉器１０２、該主開閉器１
０２の二次側において接続部材を介して接続される母線、該母線と各々接続される分岐開
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閉器１０３等の内部機器を収納するものであり、これら内部機器は中底に取付けられて、
キャビネットに固定取付けされる。
【００１９】
前記キャビネットは、分電盤１００の外郭を構成する。前記キャビネットは、前記内部機
器を取付ける中底が取付け固定され分電盤の上下左右の側面及び背面を覆う壁を形成する
ケース１１０と、内部機器の操作面側に臨む前面側を覆うよう前記ケース１１０前面側に
設けられるカバー１２０とを備えて構成される。また、ドア１３０を備えた分電盤にあっ
ては、前記カバー１２０の前面側に、ドア１３０が閉まった状態で前記カバー１２０の前
面を覆うように、ヒンジ構造を有して開閉できるよう設けられたドア１３０が備えられて
いる。図１にはドア付きタイプの分電盤として、前記ドア１３０を開けた状態の分電盤１
００を示し、図２には前記ドア１３０を閉めた状態の分電盤１００を示している。
【００２０】
前記ドア１３０は、カバー１２０の周縁部に分電盤１００に臨んで左右方向に離間して設
けられたヒンジ構造部１３００を介して開閉自在に取り付けられている。より詳しくは、
前記ドア１３０と予め一体に取り付けられたヒンジ構造部の一端が、カバー１２０側に設
けられたヒンジ取付部１２１に、該カバーの背面側からねじ締めにより取り付けられる構
成となっており、該ヒンジ構造部１３００を回動中心としてドアを開閉操作できるように
なっている。
【００２１】
また、カバー１２０には、前記内部機器の操作ができるように、該内部機器の操作部分を
開口させて設けられており、分電盤に臨んで、主開閉器１０２の前面に設けられる主開閉
器用パネル１２７、分岐開閉器１０３の前面に設けられる分岐開閉器用パネル１２８、電
流制限器１０１の前面に設けられる電流制限器用パネル１２６、がカバーの枠部に嵌め込
みされて取り付けられている。
【００２２】
図３には、ドア１３０を開けた状態のカバー１２０における分岐開閉器用パネル１２８部
分を拡大して示している。該分岐開閉器用パネル１２８には、前面側に分岐開閉器１０３
の操作部を露出する開口部１２８１が分岐開閉器１０３の並設状態に合わせて形成されて
いる。本実施形態の場合には、図中上下２段に開口部１２８１が形成されており、前記上
下２段の開口部１２８１の間における部分を回路名称表示部１２５としている。
【００２３】
回路名称表示部１２５の説明を図４乃至図７を用いて説明する。図４には、カバーに嵌め
込まれる分岐開閉器用パネル１２８を示している。図３に比べ、分岐開閉器の数が多い３
６回路のもので、上下それぞれ１８回路が配置される。前記内部機器の操作部近傍に設け
られる分岐開閉器用パネル１２８における回路名称表示部１２５は前記上下２段の開口部
の隣り合う開口端部に、カバー１２０の前面方向に互いに対向して突出するリブ１２８３
を形成して、回路名称表示部１２５の領域を明示している。該リブ１２８３は、前記分岐
開閉器１０３の回路数に合わせて並設方向の長さが適宜形成されて、前記回路名称表示部
１２５の略全体に亘って形成されている。また、図中右側のリブ１２８２は上下方向の中
央部に途切れた部分を形成している。
【００２４】
また、図１０に示したように、前記リブ１２８３の互いに対向する内側面には、それぞれ
穴部１２８４が形成されている。なお、図５において分岐開閉器用パネル１２８の前面側
に視認し得る穴部は、前記リブ１２８３の互いに対向する内側面に形成する穴部１２８４
を形成するために分岐開閉器用パネル１２８裏面側から金型ピンを挿入することにより副
次的に形成される穴部である。
【００２５】
前記回路名称表示部１２５には、透光性を有する透光性カバー１２５１が配置される。該
透光性カバー１２５１は、前記分岐開閉器１０３の回路数に合わせて大きさが適宜形成さ
れて、前記回路名称表示部１２５の略全体に亘って形成されている。透光性カバー１２５
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１は、図５に示したように、中央部には長細い形状に形成された送り孔１２５１２が複数
形成されている。また、透光性カバー１２５１の外周には、前記穴部１２８４に係合する
爪部１２５１１が突設されている。爪部は前記他端側に１個、一端側から他端側の上下に
かけて８個設けている。透光性カバー１２５１は、全体が平板形状に形成され、透光性を
有する樹脂製のパネルシートを打ち抜きにより一体形成することができる。
【００２６】
前記透光性カバー１２５１は、前記回路名称表示部１２５に配置される際に、前記爪部１
２５１１を前記穴部１２８４に係合させることにより係止取付される。前記穴部１２８４
は、回路名称表示部１２５に、平板形状の透光性カバー１２５１と回路名称を記載した紙
面の両方を同時に配置させることができるよう、回路名称表示部１２５の表面から前面方
向の穴部の深さは、前記透光性カバー１２５１の厚さと同程度か、紙面の厚さを加えた分
の厚さと同程度に形成するとよい。なお、透光性カバー１２５１の厚さよりも若干浅く形
成して、透光性カバー１２５１の弾性を利用して紙面を挟み込むよう形成してもよい。
【００２７】
さて、回路名称を記載した回路名称表示紙面１２９は、前記回路名称表示部１２５に配置
可能に、前記透光性カバー１２５１と同様、前記分岐開閉器１０３の回路数に合わせて大
きさが適宜形成されて、前記回路名称表示部１２５の略全体に亘って形成されている。本
実施形態の場合は、上下２段に分岐開閉器が並設されるから、紙面上に、上下２段に回路
数に合わせたマス目が記載されている。実際には、該マス目に各回路の名称、例えば、台
所、エアコン、洗濯機など各種回路の名称が記載されている。
【００２８】
前記回路名称表示紙面１２９を回路名称表示部１２５に配置させるときの説明を行う。ま
ず、回路名称表示部１２５におけるリブ１２８２の中央部において、透光性カバー１２５
１の端部を爪などで引っ掛け、少し前面側に持ち上げる。そして、持ち上げることにより
できるカバーと透光性カバー１２５１との間の隙間に、回路名称表示紙面１２９の端部を
差し込み、他端側（図中左側）の方向に差し込んでいく。このとき、分岐開閉器用パネル
１２８と透光性カバー１２５１とは係止取付されており、奥に進むほど摩擦力が大きくな
るから、回路名称表示紙面１２９を差し込む力が必要になるが、該回路名称表示紙面１２
９の端部が、透光性カバー１２５１に設けられる送り孔１２５１２から露出するまで差し
込んだ後は、指の腹などで該送り孔から露出した回路名称表示紙面１２９を他端の方向に
引き送ることにより、差し込む動作と引き送る動作とが相まって、回路名称表示紙面１２
９を一端側から他端側に容易に移動させることができる。
【００２９】
なお、前記送り孔を使用せずに、回路名称表示紙面１２９を他端側に差し込んでいく場合
には、差し込み量が増えるにつれて徐々に大きくなる摩擦力に該回路名称表示紙面１２９
が負けて、自身の形状を維持できなくなり、途中で折れ曲がったり破れたりすることが想
定される。
【００３０】
続いて、回路名称の変更などにより、前記回路名称表示紙面１２９を回路名称表示部１２
５から取り出すときの説明を行う。まず、透光性カバー１２５１に設けられる送り孔１２
５１２から露出している回路名称表示紙面１２９に指の腹などで接触して、前記一端側の
方向に押し送る。このとき、前記回路名称表示部１２５におけるリブ１２８２の中央部に
おいて、前記一端側に押し送られた回路名称表示紙面１２９の端部を爪などで引っ掛け、
少し前面側に持ち上げた状態で押し送ることにより、徐々に回路名称表示紙面が前記一端
側に押し送られてくる。そして、透光性カバー１２５１の背面側から露出した回路名称表
示紙面１２９を指などでつまみ、前記一端側に引き抜くように引っ張ることにより、容易
に回路名称表示紙面１２９を回路名称表示部から取り出すことができる。
【００３１】
このように、回路名称表示紙面の設置や取り外しの際には、前記透明カバーをカバーに取
り付けたままで該回路名称表示紙面を所定の位置に配置させやすい分電盤の回路名称表示
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部の構造を提供することができる。
【００３２】
（第二の実施形態）
図８及び図９には、分岐開閉器の回路数が第一の実施形態と比べて少ない場合の形態を示
している。図８には、カバーに嵌め込まれる分岐開閉器用パネル１２８０を示している。
図３に比べ、分岐開閉器の数が少ない８回路のもので、上下それぞれ４回路が配置される
。前記内部機器の操作部近傍に設けられる分岐開閉器用パネル１２８０における回路名称
表示部１２５０は前記上下２段の開口部の隣り合う開口端部に、カバー１２０の前面方向
に互いに対向して突出するリブ１２８０１を形成して、回路名称表示部１２５０の領域を
明示している。該リブ１２８０１は、前記分岐開閉器１０３の回路数に合わせて並設方向
の長さが適宜形成されて、前記回路名称表示部１２５０の略全体に亘って形成されている
。また、図中右側のリブ１２８０２は上下方向の中央部に途切れた部分を形成している。
【００３３】
また、前記リブ１２８３の互いに対向する内側面には、前記図１０に示したように、それ
ぞれ穴部１２８０３が形成されている。第一の実施形態と異なるところは、回路名称表示
部１２５０が回路数に合わせて小さくなっていることと、前記リブに設けた穴部の個数が
リブが短くなっている分減っていることである。また、透光性カバー１２５２についても
、回路数に合わせて細長い送り孔１２５２２を個数を減少させて形成し（本実施形態にお
いては１個）、また爪部１２５２１についても前記他端部側に１個、一端側に上下２個の
爪部を設けて形成している。
【００３４】
このように、内部機器の回路数に合わせて形成される回路名称表示部の大きさに合わせて
、穴部と爪部、そして送り孔部を形成するとよい。
【００３５】
　尚、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲で種々の変更が可能である。
【００３６】
例えば、本発明のケース構造を用いた分電盤は、単相３線式の商用電路の他、単相２線式
の電路や三相３線式の電路他に用いることができる。また、分電盤の他、標準盤のケース
に適用したり、一般的な樹脂製のケースに代えて金属性のケースに適用することができる
。
【００３７】
　また、例えば、前記回路名称表示部１２５を、回路名称表示紙面１２９を差し込む方向
（前記一端側）から奥側の方向（前記他端側）にかけて前面側からみて奥行き方向になめ
らかな高低差を設けて構成し、前記一端側においては、前記リブ１２８２を削除して形成
してもよい。前記一端側が前面側に盛り上がるように形成されることで前記透光性カバー
１２５１が平板形状を保持しようとして、該一端側において弾性的に回路名称表示紙面１
２９を押圧することにより、回路名称表示部１２９を押さえる役割となる。即ち、前記リ
ブ１２８２がなくとも一端側において回路名称表示紙面が回路名称表示部から抜け落ちる
ことを抑制できるものである。また、回路名称表示紙面１２９を取り外すときには、送り
孔１２５１２から一端側の方向に該回路名称表示紙面１２９を押し送ることにより、一端
側において回路名称表示紙面１２９の端部を指などで引っ掛けて持ち上げなくとも、その
まま送り出すことができて利便性が高まるという効果がある。
【００３８】
また、回路名称表示紙面は、筆記具にて記載可能な紙質紙材料のみならず、樹脂製のシー
トで形成してもよい。その他、樹脂製のシートに紙質のシートを貼着して形成したシート
を用いて形成したものであってもよい。
 
【符号の説明】
【００３９】
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１００　分電盤
１１０　ケース
１２０　カバー
１３０　ドア
１０１　電流制限器
１０２　主開閉器
１０３　分岐開閉器
１２５　回路名称表示部
１２６　電流制限器用パネル
１２７　主開閉器用パネル
１２８　分岐開閉器用パネル
１３００　ヒンジ構造部
１２５１　透光性カバー
１２８１　開口部
１２８２　リブ
１２８３　リブ
１２８４　穴部
１２５１　透光性カバー
１２５１１　爪部
１２５１２　送り孔
１２９　回路名称表示紙面
１２８０　分岐開閉器用パネル
１２８０１　開口部
１２８０２　リブ
１２８０３　リブ
１２８０４　穴部
１２５２　透光性カバー
１２５２１　爪部
１２５２２　送り孔
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